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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

設備更新補助
・工場・事業場単位
・主要なシステム単位
・設備単位

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業（SHIFT事業）

①、②、③間接補助事業 ④委託事業

①CO2削減計画策定支援（補助率: 3/4、補助上限: 100万円）
中小企業等による工場・事業場でのCO2削減目標・計画の策定を支援
※CO2排出量をクラウド上でリアルタイムで見える化し運用改善を行うDX型計画は、補助上限200万円

②省CO2型設備更新支援
A.標準事業 工場・事業場単位で15%以上又は主要なシステム単位で30%以上削減する
CO2削減計画に基づく設備更新を補助 (補助率:1/3、補助上限:1億円)

B.大規模電化・燃料転換事業 主要なシステム単位でi)ⅱ)iii) の全てを満たすCO2削減計画
に基づく設備更新を補助 (補助率: 1/3、補助上限:5億円)
ⅰ）電化・燃料転換 ⅱ）CO2排出量を4,000t-CO2/年以上削減
ⅲ）CO2排出量を30％以上削減

C.中小企業事業 中小企業等によるCO2削減計画に基づく設備更新に対し、以下のi)ⅱ)の
うちいずれか低い額を補助 (補助上限:0.5億円)
ⅰ）年間CO2削減量×法定耐用年数×7,700円/t-CO2（円）
ⅱ）補助対象経費の1/2（円）

③企業間連携先進モデル支援(補助率:1/3、1/2、補助上限５億円)
Scope3削減目標を有する企業が主導し、複数サプライヤーの工場・事業場を対象とした計
画策定・設備更新・実績評価を２カ年以内で行う取組を支援（金融機関も参画の場合は重点支援）

④補助事業の運営支援（委託）
CO2排出量の管理・取引システムの提供、実施結果の取りまとめ等を行う。

• 2030年度削減目標の達成や2050年カーボンニュートラルの実現に資するため、工場・事業場における先導的な脱炭素化に向けた取組※

を推進し、また、脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大する。

※削減目標設定、削減計画策定、設備更新・電化・燃料転換・運用改善の組合せ

• さらに、脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、個社単位の取組を超えて、企業間で連携してサプライチェーンの脱炭素化に取り組む先進的な

モデルを創出する。

工場・事業場における脱炭素化のロールモデルとなる取組を支援します。

【令和５年度予算（案） 3,685百万円（3,700百万円）】

【令和４年度第２次補正予算額 4,000百万円 】

民間事業者・団体

令和３年度～令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

■補助・委託先

事業イメージ

CO2削減目標・計画の策定

事業者 支援・補助

計画策定補助

CO2削減計画に基づく設備更新、
電化・燃料転換、運用改善

CO2削減目標の達成
※未達時には外部調達で補填

CO2排出量の管理・取引
システムの提供

【主な補助対象設備】

空調設備 コージェネ EMS

※再エネ設備は、他の主要設備とセットで導入する場合に限る。

脱炭素経営によるサプライチェーン全体での脱炭素化の潮流に着実に対応するための

給湯器 冷凍冷蔵機器



SHIFT事業にかかる申請形態について

単独申請と共同申請

ESCO／リース事業者との共同申請

SHIFT事業の応募者は、補助事業を行う工場・事業場
および補助対象設備の所有者である必要があり、これ
を満たす場合には単独申請が可能です。

他方、工場・事業場の所有者(※)と、補助対象設備の
所有者が異なる場合は、両者が共同申請をする必要が
あります。その場合、補助対象設備の所有者が代表事
業者、工場・事業場の所有者は共同事業者となります。

※工場・事業場の所有者とは、土地の所有者ではなく、建物・
構造物の所有者を指します。

ESCO事業やリース等を活用した応募に際しては、原則と
して補助対象設備の所有者を代表事業者、補助対象設備
を導入する工場・事業場の所有者を共同事業者として、
共同申請することが可能です。

※リースを活用する場合やESCOを設備込で活用する場合は、応募
書類にリース契約書（案）／ESCO契約書（案）およびリース料
／ESCOサービス料から補助金相当分が減額されていることを証
明できる書類（リース料算出内訳／ESCOサービス料算出内訳）
の提出が必要となります。また、原則として、設備の法定耐用
年数期間は、リース契約／ESCO契約を継続する必要があります。



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

①間接補助事業（太陽光発電設備：定額、蓄電池：定額（上限：補助対象経費の1／3））

②委託事業

自家消費型の太陽光発電は、建物でのCO2削減に加え、停電時の電力使用を可能として防災

性向上にも繋がり、（電力をその場で消費する形態のため）電力系統への負荷も低減できる。

また、蓄電池も活用することで、それらの効果を更に高めることができる。さらに、需要家

が初期費用ゼロで太陽光発電設備や蓄電池を導入可能なオンサイトPPAという新たなサービス

も出てきている。

本事業では、初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援等を通じて、

太陽光発電設備・蓄電池の価格低減を促進しながら、ストレージパリティ（太陽光発電設備

の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を導入したほうが経済的メリット

がある状態）の達成を目指す。

①【補助】業務用施設・産業用施設・集合住宅・戸建住宅への自家消費型の太陽光発電

設備・蓄電池（車載型蓄電池を含む）の導入支援を行う。

※蓄電池（V2H充放電設備含む）導入は必須

※太陽光発電の発電電力を系統に逆潮流しないものに限る（戸建住宅は除く）

②【委託】ストレージパリティ達成に向けた課題分析・解決手法に係る調査検討を行う

• 初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援等を通じて、太陽光発電設備・蓄電池の価格低減を促進

しながらストレージパリティを達成し、我が国の再エネの最大限導入と防災性強化を図ります。

初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電・蓄電池の導入支援等により、ストレージパリティの達成を目指します。

民間事業者・団体等

令和３年度～令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

■委託先及び補助対象

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、

(１)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業（経済産業省連携事業）

＊新規で太陽光発電を導入する場合に限り、定置用蓄電池単体での補助も行う。
＊EV等（外部給電可能なものに限る）をV2H充放電設備とセットで購入する場合に限り、蓄電容量の1/2×4万円/kWh補助（上限あり）

需要家（民間企業等） 発電事業者

オンサイトPPAによる自家消費型太陽光発電・蓄電池導入

太陽光発電設備・蓄電池
設置・運用・保守

電気利用料

太陽光発電設備の補助額

業務用施設 産業用施設 集合住宅 戸建住宅

PPA
リース

５万円/kW ７万円/kW

購入 ４万円/kW －



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

（１）脱炭素型自然冷媒機器の導入支援事業（１）脱炭素型自然冷媒機器の導入支援事業

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和５年度～令和９年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 フロン対策室 電話：0570-028-341

コールドチェーン

冷凍冷蔵倉庫食品製造工場 食品小売店舗

×
自然
冷媒

省エネ・再エネ

我が国において温室効果の高い代替フロンの排出量は増加傾向を示しており、2050年
カーボンニュートラルの目標達成のために迅速な排出量削減が必要。代替フロンの迅速
かつ効率的な排出削減のためには、規制的措置に加えて、脱フロン・脱炭素型の自然冷
媒機器への転換の促進、また、過渡期においては、既設機からのフロン排出抑制に取り
組む必要があり、それらを推進するために以下の事業を行う。
（１）脱炭素型自然冷媒機器の導入支援事業（間接補助事業）

国民生活に欠かせないコールドチェーンを支える冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、
食品小売店舗を営む中小企業等の脱炭素型自然冷媒機器の導入費用に対して補助を
行う。

（２）フロン類対策による省CO2効果等検証事業（委託事業）
冷媒対策を通じた温室効果ガス削減に係る市場動向や技術動向の調査等を実施し、

最新技術等による代替フロン排出削減効果・エネルギー起源のCO2排出削減効果を
分析・検証し、効果を最大化する今後の普及措置を検討する。

事業イメージ

コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業
（一部農林水産省、経済産業省、国土交通省連携事業）

① モントリオール議定書に即した代替フロンの着実な削減の実行のため、代替フロンから自然冷媒への転換を支援

② 省エネ、再エネ活用に取り組む事業者への積極的な支援により、コールドチェーンの脱フロン化・脱炭素化を推進

③ 一定の需要を生み出すことにより自然冷媒機器の低価格化を促進

④ フロン排出抑制法の取組強化と相まったフロン排出量の大幅削減に向けた検証

コールドチェーンにおける脱炭素型自然冷媒機器の導入を支援するとともに、既設機からのフロン排出抑制方法を
検証することで、脱フロン・脱炭素型冷凍冷蔵機器への迅速かつ効率的な移行実現を図ります。

【令和５年度予算（案） 7,000百万円 （新規）】

国
補助補助

非営利法人 事業者等

事業スキーム

脱炭素型自然冷媒機器の例

中央方式冷凍冷蔵機器食品製造ラインの
フリーザー

冷凍冷蔵ショーケース

国 非営利法人 事業者等

(1)間接補助事業 補助率：原則１／３
※大企業に関しては、自然冷媒機器への転換に先導的に取り組んでいることを条件とし、
かつ、再エネ活用や高水準の省エネ化の取組を評価する。

※自然冷媒機器導入費用に対する補助であり、再エネ設備等の導入費用は補助対象外

(2)委託事業

■補助・委託対象


